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令和元年１１月２５日  
長 野 県 司 法 書 士 会 

 
事業報告書 

 
１ 相談会名 
 司法書士・税理士による「相続・贈与・成年後見ﾜﾝｽﾄｯﾌﾟ無料相談会」 
 
２ 開催日時 
 令和元年 11 月 19 日（火）13 時 30 分～16 時 30 分 
 
３ 開催趣旨 
 平成 27 年 1 月 1 日の改正相続税法施行により、相続税の基礎控除額が大幅に

引き下げられたことから、長野県内でも相続税納付対象者が増加しています。さ

らに、平成 30 年 7 月 6 日には、民法のうち相続法の分野を改正する法律が成立

し、自筆証書遺言の方式の緩和、相続人以外で介護・看護等を行った人の貢献を

考慮する制度や相続時の配偶者の居住権を保護する制度等が新設されましたが、

改正法は既に本年 1 月から段階的に施行されており、相続に関する関心もより

高まっています。 
 また、身内が認知症になり通帳等金銭の管理ができない、老人ホームなど施設

との契約が行えない、などがきっかけで成年後見人の選任を検討したいといっ

た相談も年々増えています。 
 そこで、相続税や贈与税、相続や贈与に関する各種手続、成年後見制度に対す

る市民の悩みをワンストップで解決できる相談会を３団体が協力して開催しま

した。 
 
４ 相談件数 
 合計 67 件（93 件） 
  内訳  長野 19 件（23 件） 上田 11 件（15 件） 佐久 17 件（27 件） 
      松本 13 件（15 件） 諏訪 03 件（03 件） 伊那 04 件（10 件） 
 ※（）内は昨年度の結果 
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（１）年齢 

 
 
 
（２）性別 

 
 
  

３０代 1%（1人）

４０代 12%（8人）

５０代 16%（11人）

６０代 33%（22人）

７０代 24%（16人）

８０代以上 12%（8人）

無回答 1%（1人）

男性 49%（33人）女性 51%（34
人）
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（３）職業 

 
 
 
（４）相談会を知った先 

 
 
  

正社員 16%（11人）

パート・アルバイト

14%（9人）

契約社員・派遣社員

3%（2人）

自営業 6%（4人）

農業 6%（4人）
主婦・主夫 19%

（13人）

自由業 3%（2人）

無職 31%（21人）

無回答 2%（1人）

司法書士会 3%（2件）
チラシ 3%（2件）

法務局 1%（1件）

ホームページ 3%（2件）

ラジオ 1%（1件）

新聞 50%（34件）

自治体等公的機関（市町村）

35%（24人）

他士業団体 1%（1人）

以前に利用した

1%（1人）
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【広報活動】 
 市町村広報 広報うえだ  10 月号 P24 掲載 
  広報佐久  11 月号 P17 掲載 
  広報まつもと  11 月号 P29 掲載 
  市報いな  11 月号 P11 掲載 
 広告  週刊長野  11 月 19 日（土）掲載 
  週刊うえだ  11 月 19 日（土）掲載 
  週刊さくだいら 11 月 14 日（木）掲載 
  ＭＧプレス  11 月 19 日（土）掲載 
  長野日報  11 月 10 日（日）掲載 
  中日伊那ﾎｰﾑﾆｭｰｽ 11 月 18 日（金）掲載 
 記事  週刊長野  11 月 16 日（土）掲載 
  信濃毎日新聞 
   じょうほう交差点 11 月 16 日（土）掲載 
 
（５）相談内容 

 
 
５ 相談内容のうち主なもの 
（１）相続の手続きについて教えてほしい。 
（２）相続税について教えてほしい。 
（３）子供に贈与したいが税金はどうなるか。 
（４）相続した不動産を売却した場合の税金を教えてほしい。 

相続税等 31%（33件）

遺産分割 7%（8件）

相続放棄 3%（3件）

遺言 9%（10件）

所得税・贈与税

16%（17件）

手続費用 18%
（19件）

成年後見 8%（8件）

その他 8%（8
件）
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（５）遺言書について教えてほしい。 
（６）成年後見制度について教えてほしい。 
（７）自分が作成した書類を確認してもらいたい。 
 
６ 実施した感想・コメント・今後の対応 
 本年度も例年同様、開始 30 分前に相談者に訪れていただく会場がありました。

全体的には昨年に比べ相談者数は減少となりましたが、その中で成年後見に関

する相談は増加しました。10 年前であれば、成年後見に関する相談が寄せられ

ることはほとんどなかったと思います。成年後見制度が開始して約 20 年になり

ますが、徐々にではありますが、一般市民の中に浸透してきたことが窺えます。 
 相談内容は、税金関係と法律関係の相談がほぼ半分程度ずつ寄せられる結果

となりました。もし、税理士と司法書士が別々に相談会を開催していたら、相談

者はそれぞれの相談会場へ足を運ばなければなりません。税理士と司法書士が

合同で相談を受ける本相談会のスタイルが、相談者にとってワンストップで問

題の解決につなげることができるメリットのある相談会であると再確認するこ

とが出来ました。 
 長野県司法書士会では、今後も市民の皆様の日頃の悩みを身近で適切に解決

できるような相談会を企画してまいります。 


